
１．基本情報

２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項

a b c d e f g h i j k l
該当
なし

1 社外取締役 ○ 　 　 ○ 有

2 社外取締役 ○ 　 ○ 有

3 社外取締役 ○ ○ 新任 有

4 社外取締役 ○ ○ 新任 有

３．独立役員の属性・選任理由の説明

1

2

3

社外取締役／
社外監査役

独立役員氏名

依田　真美

番号

依田真美氏は、長年、スタンダード・アンド・プアーズ・インターナショナルLLCで
事業会社等に関する格付・調査業務に携わられ、現在は経営学の専門家として相模女
子大学や同大学院で教鞭を執られるなど、経営・組織開発のほかリスクマネジメン
ト、財務・会計やサステナビリティ等の高度な専門知識と幅広い知見を有しており、
引き続き当社グループの持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上をはかる観点
から、当社の経営を監督し、取締役および経営陣に対して適時適切に意見・提言をい
ただくことを期待し、社外取締役候補者としました。なお、同氏は、過去に非業務執
行取締役および社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与
したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行
できると判断しております。
同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また、当社が定める「社外
役員の独立性判断基準」を満たしております。
上記を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定
しております。

石井茂氏は、山一證券株式会社を経て、ソニー銀行株式会社およびソニーフィナン
シャルホールディングス株式会社の代表取締役社長等を歴任されるなど、企業経営者
および金融やDXの専門家としての豊富な経験と幅広い知見を有しております。こう
した知見・経験を活かすことにより、当社グループの持続的な成長を促し中長期的な
企業価値の向上をはかる観点から、当社の経営を監督し、取締役および経営陣に対し
て適時適切に意見・提言をいただくことを期待し、社外取締役候補者としました。
同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また、当社が定める「社外
役員の独立性判断基準」を満たしております。なお、同氏は、2020年6月までソニー
フィナンシャルホールディングス株式会社の代表取締役社長、ソニーフィナンシャル
ベンチャーズ株式会社の代表取締役社長、ソニー生命保険株式会社の取締役、ソニー
損害保険株式会社の取締役、ソニー銀行株式会社の取締役を務めておりますが、各社
と当社およびグループ各社との間における2025年度の取引額は、同社連結売上高お
よび当社連結業務粗利益の1%未満であることから、独立性に影響を与えるものではあ
りません。
上記を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定
しております。

西田豊氏は、三井住友トラストグループ株式会社において取締役代表執行役専務を、
またアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社において代表取締役会長を歴任され
るなど、企業経営者としての豊富な経験を有しております。三井住友トラストグルー
プ株式会社では、リスク部門のほか市場部門や法務部門に携わり、欧州地区支配人を
務めるなど、銀行経営や資産運用に関する幅広い知見を有しております。こうした知
見・経験を活かすことにより、当社グループの持続的な成長を促し中長期的な企業価
値の向上をはかる観点から、当社の経営を監督し、取締役および経営陣に対して適時
適切に意見・提言をいただくことを期待し、社外取締役候補者としました。
同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また、当社が定める「社外
役員の独立性判断基準」を満たしております。なお、同氏は、2021年6月まで三井住
友トラスト・ホールディングス株式会社の取締役代表執行役専務、2025年6月までア
モーヴァ・アセットマネジメント株式会社の取締役を務めておりますが、同社と当社
およびグループ各社との間における2025年度の取引額は、同社連結売上高および当
社連結業務粗利益の1%未満であることから、独立性に影響を与えるものではありませ
ん。
上記を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定
しております。

独 立 役 員 届 出 書

異動内容
本人の
同意

異動（予定）日

役員の属性（※２・３）

会社名

提出日 2026/5/21

独立役員届出書の
提出理由

番号

2026/6/19

コード株式会社　横浜フィナンシャルグループ 7186

定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため

石井　茂

西田　豊

馬渕　磨理子

該当状況についての説明（※４）

該当事項はございません。

該当事項はございません。

該当事項はございません。

選任の理由（※５）

独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）
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４．補足説明

※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※２ 役員の属性についてのチェック項目

　a．上場会社又はその子会社の業務執行者
　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※５ 独立役員の選任理由を記載してください。
※６ 独立役員を１名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を１名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に

違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。

馬渕磨理子氏は、長年にわたり経済アナリストとして、国内外のマクロ経済動向、金
融・資本市場および企業・産業分析に携わるとともに、一般社団法人日本金融経済研
究所の代表理事として、学術・研究活動を通じて、経済・金融分野に関する高度な専
門知識と幅広い知見を有しております。また、上場企業において社外取締役を務めて
おります。こうした知見・経験を活かし、当社グループの持続的な成長を促し、中長
期的な企業価値の向上をはかる観点から、当社の経営を監督するとともに、取締役お
よび経営陣に対して適時適切に意見・提言をいただくことを期待し、社外取締役候補
者としました。
なお、同氏は、社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありま
せんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断して
おります。
同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また、当社が定める「社外
役員の独立性判断基準」を満たしております。なお、同氏は、一般社団法人日本金融
経済研究所の代表理事を務めておりますが、同研究所と当社およびグループ各社との
間における取引はないこと等から、独立性に影響を与えるものではありません。
上記を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定
しております。

１．社外役員の独立性判断基準
当社またはグループ各社における社外取締役および社外監査役候補者は、原則として、現在または最近において以下のいずれの要件にも該当しない者とします。
（１）Ａ．当社またはグループ各社を主要な取引先とする者もしくはその者が法人等である場合にはその業務執行者
 　　  Ｂ．当社またはグループ各社の主要な取引先である者もしくはその者が法人等である場合にはその業務執行者
（２）当社またはグループ各社から、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等
（３）当社またはグループ各社を主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所、法律事務所等に所属する者等
（４）当社またはグループ各社から、多額の寄付等を受ける者もしくはその者が法人等である場合にはその業務執行者
（５）当社の主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者
（６）次に掲げる者（重要でない者は除く）の近親者
　　A．上記(１)～(５)に該当する者
　　B．当社またはグループ各社の取締役、監査役、執行役員、重要な使用人等
※「最近」の定義
　　実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役または社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当
     していた場合等を含む。
※「主要な」の定義
　　直近事業年度の連結売上高（当社またはグループ各社の場合は連結業務粗利益）の１％以上を基準に判定する。
※「法人等」の定義
　　法人以外の団体を含む。
※「多額」の定義
　　過去3年平均で、年間1,000万円以上
※「近親者」の定義
　　二親等内の親族
※「重要でない者」の定義
　　「重要でない者」とは、会社の役員・部長クラスに従属する職階に属する者および会計事務所、法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士に
      従属する職階に属する者などをいう。

２．軽微基準
「役員の属性」の記載に関し、取引については、上記「社外役員の独立性判断基準」を満たす場合は軽微基準の範囲内として記載を省略します。

該当事項はございません。
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